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平成２５年度第２回生駒市都市計画審議会 

会議録 

１  会議の年月日、開閉時刻及び場所 

(1)会議の年月日  平成２５年１１月２８日（木） 

(2)開 閉 時 刻  午前１０時００分から午前１０時５０分 

(3)場 所  生駒市役所 ４階 ４０１・４０２会議室 

２  委員の出欠 

(1)出席者 

（委 員） 増田会長・中谷副会長・桑原委員・樋口委員・東委員・ 

井上委員・久保委員・安若委員・飯尾委員・藤堂委員・ 

矢田委員 

（事務局） 山本都市整備部長・林都市計画課長・川口都市計画課計画係長 

 (2)欠席者 

      倉橋委員・田中委員・久委員・松村委員 

３  会議の成立 

○上記 ２－(1)により、委員の過半数が出席され、本審議会は有効に成立して

いる。 

（生駒市都市計画審議会条例第６条第２項） 

４ 会議の公開・非公開の別  公開 

５ 傍聴者数  １名 

６  配布資料 

(1)  会議次第 

(2)  委員名簿 

(3)  説明用資料１ 第１号案件「大和都市計画生産緑地地区の変更について」

の説明用資料 

(4)  説明用資料２ その他案件（１）「大和都市計画用途地域の変更及び大
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和都市計画生駒市翠光台地区地区計画の変更について」

の説明用資料 

(5)  説明用資料３  その他案件（２）「学研北生駒駅周辺まちづくり構想策

定等について」の説明用資料 

７ 次 第 

(1)  開会 

(2)  案件 

第１号案件 大和都市計画生産緑地地区の変更について 

（諮問：生駒市決定） 

 (3) その他 

   ①大和都市計画用途地域の変更及び大和都市計画生駒市翠光台地区地

区計画の変更について 

   ②学研北生駒駅周辺まちづくり構想策定等について 

８ 審議結果等 

(1) 第１号案件 大和都市計画生産緑地地区の変更について 

・事務局から概要説明 

質疑なし、原案どおり可決 

(2) その他（１） 大和都市計画用途地域の変更及び大和都市計画生駒市翠光

台地区地区計画の変更について 

・事務局から概要説明 

・質疑  

○土地利用計画図にある公園の面積は、開発区域の面積に対して何％と

定められた数字になっているのだと思うが、白地部分が含まれた面積

がベースとなっているのか、抜いた面積がベースとなっているのか。 

●開発する面積に対して、指導している。 

○白地の部分が開発されるときは、別途公園を作りなさいという話にな

るのか。 

●開発される規模にもよるが、公園を作らないといけないような規模で
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あれば、そういった指導になるとも考えられる。 

○一体的にやれば、相応の公園を作る必要性が出てきて、逐次やればそ

ういう必要がなくなるということもあり得るということか。 

●その様なことも考えられる。 

○その辺は今押さえておかないといけない話ではないか。地区施設とし

て道路の指定をしているのは、道路ネットを考えての話だと思うが、

そういうことを考えているのであれば、隣に次の公園を作っていけば

一塊の公園になるので、その辺も地区施設として位置づけておいたら

どうか。 

●検討させていただいて次回に報告させていただきたい。 

○三角の部分に回転広場のある道を作るのだと思うが、それでいいのか

という思いがある。その辺もどういうやり方があるのか想定しながら、

手が打てるのであれば手を打っておく必要があるのではないか。 

○回転広場があるような宅地ではなくて、旗ざおの形態の宅地になるの

ではないか。 

○それが出てくると問題があると思う。 

●その部分についても、旗ざおを規制できるのか、最低敷地面積に旗ざ

おを含めた１６５㎡にするのか、旗ざおを抜いた１６５㎡にするのか、

色々なことを想定しながら検討させていただいて次回に報告させてい

ただきたい。 

○壁面後退が１．５ｍから１．０ｍになっている。現在事業をしている

翠光台と同じ水準にしているということだと思うが、元の１．５ｍに

している背景があるのであればそこに合わせに行ってもいいのか。 

●生駒市では幹線道路等の広い道路に隣接した宅地開発で良好な開発を

進めていくという場合には、建ぺい率５０％、容積率８０％にしてお

り、ほとんどの場合、建ぺい率４０％、容積率６０％であれば壁面後

退が１．５ｍ、建ぺい率５０％、容積率８０％であれば１．０ｍとい

う形にしている。 

○建ぺい率４０％、容積率６０％の場合、想定している最低敷地面積は

２００㎡以上。宅地の販売価格からいうと、それだけの販売価格では
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売れないということで今回も最低敷地面積が１６５㎡になっている。

１６５㎡になると、建ぺい率４０％、容積率６０％では、家がなかな

か建てにくくなるということで、建ぺい率と容積率を上げており、建

ぺい率が高まるので、壁面後退も１．０ｍにせざるを得ないというの

が実態なのだろう。 

○地区施設の道路は、最終的には市に移管されるのか。 

●そのとおりです。 

○開発業者が用地取得されるのか、道路として作るということか。 

●基本的には、事業者に法令に基づいた道路を作っていただいて、市に

寄付なり帰属なりされるということで検討していきたいと考えている。 

○現段階では土地利用が想定されていない白抜きの部分があるので、そ

の辺りについて、委員から指摘のあったところを十分開発業者と調整

して良好な住宅地形成が出来るようにお願いしたい。 

(3) その他（２） 学研北生駒駅周辺まちづくり構想策定等について 

・事務局から概要説明 

・質疑 

○ピンク色のエリアの地権者は、どちらかというとロードサイド型の商

業施設のオーナーになられる方になってくるのだと思うが、どちらか

と言うと、車を主体とした物の考え方をされるようなところがほとん

どだと思う。駅周辺ということもあるし、資料に低炭素とか公共交通

とかいうキーワードがあるなかで、その辺の具体的なアイデアが出て

くるのかどうか不安に思うところである。その辺は行政のほうで主導

していかないとアイデアが出てこないと思う。行政が望んでいる方向

性もあると思うので、そこに近づけられるよう協議会のやり方を検討

いただきたい。 

●駅直近ということで、北部の地域拠点として、駅近の商業施設という

部分と駅の活性化について誘導していけたらと考えている。 

○地権者の方々は大事な要素だが、まちづくりとして考えた場合、説明

会とかまちづくり構想の中に近隣の住民の意見も取り込んでいただき
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たいので、近隣の自治会にも説明会等をお願いしたい。 

○社会経済情勢の中での高齢化の進捗や環境への配慮については、生駒

市地域公共交通活性化協議会の中で論議していることでもあるので、

是非連携していく方向で検討いただきたい。 

●低炭素に向けたまちづくり計画に対する国の補助金をもらって、この

区域よりもう少し大きいエリアで位置づけをして、低炭素に向けたま

ちづくりについての計画を作っていきたいと思っている。また、道路

に面して店舗が張り付いているが、それではだめだということで、駅

を中心としたまちづくりが出来るように今回この計画を立ち上げてい

るので、住民の方々の意見だけではなく、行政としての意見、大学の

先生にも入っていただいて、具体的なものを出して進めていきたいと

思っている。 

○例えば、あすか野住宅団地では、買い物する施設がなくなってしまっ

て、高齢化も進んでいるので困っている。白庭の駅に出るにしても坂

があるし、白庭台駅の周辺は商業施設もあまりないということで考え

ていくと、視野をもっと広げて、生駒の課題というところから見てみ

たときに、そこの商業の場をここでどう使えるようにしてあげるのか。

ショッピングバス的なものを共同運営させて北生駒駅の商業施設へ入

れるようにするとかいうことを考えれば、ひとつ生駒の課題を解決し

ながらここが機能していく。そのために共同で何かをしていくという

繋がっていく話になるので、そのような発想をいろいろ出していただ

けるとみんなが喜んでもらえるのではないか。 

○協議会はどういうメンバーで運営されているのか。 

●協議会はまだ立ち上がっていないが、来年の２月上旬に協議会の立ち

上げに向けたまちづくり構想の説明会を主に地権者対象に開催したい。

地権者へ参加依頼をする中で、意見のあった周辺自治会、事業者の関

わりも含めてどういうメンバーでするか検討していきたい。 

○メンバー構成は非常に重要だと思うが、いつごろその案を示していた

だけるのか。 

●２月上旬の都市計画審議会で案を示せたらと思っている。 
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○公共交通活性化協議会では、コミュニティバスを走らせるだけではな

しに、それでも救済できない地域の互助交通手段をどうするか、公共

交通に繋ぐことも含めて考えており、真弓の高齢化率があと５年で２

０％を超える状況を抱えているので、そういうことも含めて連携をお

願いしたい。 

○それに付け加えさせていただくなら、白庭、真弓だけではなくて、国

道１６３号線より北のエリアも考えていただきたい。 

○これから本当の意味で超高齢化社会になってくると、自家用車に依拠

して生活していた人たちが免許を返還するようになったときにどうい

う生活形態をとっていくのか非常に大きな問題で、そういうことを考

えるともう少し拡大して解釈していくと住み替えの仕組みを含めた住

宅政策的なことも視野に入れておく必要があるのではないか。色んな

住宅郊外都市でそういった問題が顕在化してきているので、そういう

ものがひとつの課題になるのではないかと思う。 

○この駅前の活性化事業は、この地域の人たちだけが恩恵を受けるので

はなしに、みんながこの地域に行きたくなるようなものであり、そう

なると当然移動手段が必要になってくる。そういう意味で、このエリ

アに囲まれたところだけで開発すればいいというものではない。 

○学研北生駒のピンクの部分に奈良交通の操車場があるが、ここはその

ままで、北生駒の駅から行くということを行政としては考えていると

いうことだが、今更地になっているところ、駅の北側は田んぼや駐車

場があるだけなのだが、恐らく北生駒駅をうまく利用して何かやって

いくというときに、ロードサービス的なものではなく駅に来た人がこ

こを利用して行けるということであれば、更地で開発されている部分

とか駅の直近の地権者との連携をうまくとらないと、ここを押さえら

れてしまうとロードサービス的なものしか出来なくなると思う。協議

会を立ち上げるにあたって、地権者の方との連携、どううまく取り込

んでいけるのかということがポイントになると思うのだが、そこら辺

の調整は済んでいるのか。 

●どういう風に協議会を立ち上げたらいいか庁内の主な関係部署と会議
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を進めているところで、まちづくり構想を策定してその計画にのっと

っていけば、市街化調整区域の部分は市街化区域に出来るよう県に要

望したいと考えている。県が決定権者なので市では如何ともしがたい

が。そうなれば開発が出来るということなので、土地区画整理事業等

都市計画の制度を活用しながらまちづくりを進めていけたらと考えて

いる。 

○最近開発をするとすぐにエリアマネジメントという言葉が出てくるが

このエリアマネジメントとは何を本当にするのか、そのタスクはいっ

たい何でそれをまわしていくための財源の仕組みをどうするのか。組

織を回していく財源が重要なので一体的に議論しないと本当の意味で

エリアマネジメントが成立していくのかなと思う。是非その辺も取り

組んでいただきたい。 

○事業者が数社集まっただけで共同して何かをやっていこうという意思

が働くのかが不安に思うところで、お互いに利益が見えるもの、そこ

をどう作っていくかが肝になってくる。景観的なルールを作って終わ

りということであれば、ちょっと寂しい。 

○非常にこれから可能性のある場所でもあるので、きっちりと議論して

おかないといけない。今日いただいた貴重な意見を踏まえて前に進め

ていただきたい。  


